
平成２７年３月１８日 

特定保健用食品部会員各位 

公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 

  理 事 長 下 田 智 久 

（公印省略） 

『「特定保健用食品」適正広告自主基準』の改定について 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

平素は当協会の事業推進に関し、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、当協会では平成 19 年 6 月に、特定保健用食品〈トクホ〉が消費者に正しく

理解され、適切に活用されることが健康の維持・増進に役立つものと考え、『「特定保

健用食品」適正広告自主基準』（以下、「自主基準」）を作成いたしました。さらに、

広告の果たす役割は今後益々重要になると考え、平成 23 年 2 月に改定をいたしてお

ります。 

このたび、平成 25年に設置した特定保健用食品広告審査会での審査を踏まえ、『「特

定保健用食品」適正広告自主基準』を改定いたしましたので、別紙のとおりご案内申

し上げます。 

 会員企業におかれましては、許可表示の範囲内での広告表現等、自主基準を遵守さ

れた広告を活用することにより、〈トクホ〉の消費者への正しい理解と適切な活用の

推進となり、ひいては国民の健康の維持・増進が図られることを協会としても切に願

っております。 

なお、本件に関するご意見・ご質問等ございましたら、当協会特定保健用食品部ま

でご連絡ください。 

敬具 
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「特定保健用食品」適正広告自主基準（主な改定ポイント） 

＊追加事項および修正箇所（下線部分） 

 

４．対象者の責務 

（３）許可を受けた摂取をする上での注意事項に基づいて「治療中の方は医師に相談してくだ

さい」、「多量摂取により疾病が治癒したり健康がより増進するものではありません」を

記載するなど、間違った摂取がされないよう十分に注意すること。 

 

５．留意事項 

 （２）「許可表示」の直接引用以外の広告表現について 

３）その他の表現について 

④ アンケート・モニター結果 

⑤ 個人の感想等 

その製品について、事実に基づく「個人の感想等」を広告に使用することは差し

支えない。 

ただし、許可表示の範囲を超える表現を用いること、トクホは疾病を持つ人を対象

とするものではないので、医療が必要でないかのような（治療の機会を失わせる）表

現を用いること、効果を強調し過ぎたり、断定的な表現を用いて効果の確実性を保証

すること、一部の都合のよい効果についての感想のみを引用すること、その他消費者

に誤認を与えることがないよう十分に注意すること。 

⑥ 製品特徴・配合成分 

（３）データ（グラフ等）の取扱いについて 

【テレビ等の映像媒体においてグラフを使用する場合の注意事項】 

テレビを使用した広告については、瞬間的にグラフが出ることで優良誤認をさせる

ことがあるので、以下の点に十分に配慮すること。 

① 番組内の生コマーシャル・番組的なインフォマーシャル等、グラフの内容をそ

の広告の中でしっかり説明できるものについては、グラフを使用しても差し支

えない。 

しっかり説明するとは、映像または映像とナレーションを組み合わせて、例え

ば、試験結果、試験条件、摂取期間、対象者の属性等の試験概要をわかりやす

く説明することをいう。 

② グラフの内容は映像だけでなく、ナレーション（音声）で説明することが望まし

い。 

③ 15秒や 30秒など瞬時に流れてしまうコマーシャルでのグラフの使用は控えるこ

と。 

以上 

 


